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昨年は、開基１２０年という記念すべき年を迎え、また、新しい時代「令和」の

幕開けとなった年でもあります。 

美瑛町では、都市計画法に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

として、平成１１年度に「第１次美瑛町都市計画マスタープラン」を策定し、本町

の美しい自然環境や農業の営みによって創り出される景観、そして地域とそこに住

む人のつながりを大切にしながら、町民と行政が一体となってまちづくりを進めて

きました。 

第１次計画期間の満了を迎える今、本町の最上位計画である「第５次美瑛町まち

づくり総合計画」を始めとする各種関連計画と整合した施策を引き続き推進するた

め、生活環境の維持、市街地規模の適正化、社会インフラの長寿命化対策、防災・

減災の取り組み等によって、安全安心で良好な環境や美しい景観の下、「誰もが住

んでみたいと感じる優しい都市」の創造を目指し、令和２１年度までの２０年間を

計画期間とする「第２次美瑛町都市計画マスタープラン」を策定しました。 

町民の皆さまにおかれましては、今後とも本計画の推進にご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案を頂きました町民の皆さま、町議

会の皆さま、並びに、都市計画審議会、まちづくり委員会の皆さまを始めとする関

係各位に対しまして、改めて厚く感謝を申し上げます。 

 

 

第２次美瑛町都市計画マスタープラン 

策定にあたって 

令和２年３月  美瑛町長  角 和 浩 幸 
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第 1 章 計画の概要 
 

１ー１ 計画の⽬的 

都市計画とは、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備等の計画

を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するととも

に、整備計画を実施して、住み良いまちをつくり上げていきます。 

この都市計画の内容について定めているのが「都市計画法(※)」です。この法律は、基本的な

土地利用規制について定めており、ほかの土地関係法とも密接な関連を有しています。 

都市計画マスタ―プランとは、都市計画法に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」のことであり、市町村が創意工夫により、住民の意見を反映させて、都市づくりの理念や

目指すべき都市像、地域別の整備方針、諸施策の計画等をきめ細かくかつ総合的に示したもので、

具体の都市計画を始めとしたまちづくりの施策の根拠となるものです。 

美瑛町では、平成 12 年度に平成 31年度までの 20 年を計画期間とする「美瑛町都市計画マス

タープラン（以下「第１次計画」）」を策定し、「山岳農観セラピーの推進～人と自然を健やかに

育み、地域と人のつながりを大切にしたまちづくりを目指して～」をまちづくりの目標として、

山岳や主要産業である農業とその営みにより創り出される農村景観、これらを資源とする観光を

大切にしながら、これまで町民と行政が一体となってまちづくりを進めてきました。 

第１次計画期間の満了を迎える今、我が国は総人口減少の時代に移行し地方の活力が失われて

いく中で、本町においても「第５次美瑛町まちづくり総合計画」を始めとする各種関連計画と整

合した土地利用戦略が求められています。 

こうしたことから、引き続き健全な行政運営と生活環境の維持、市街地規模の適正化とそれに

伴う住民の円滑で環境に負荷のかからない移動手段の確立、社会インフラ(※)の長寿命化(※)対策、

防災・減災への取り組み、人口減少等の長期的な視点に立った公共公益施設の配置の見直し等に

向け、令和２年度から令和 21 年度までの 20 年を計画期間とする「美瑛町都市計画マスタープラ

ン（以下「第２次計画」）」の策定を行います。 
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１－２ 計画の位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法において、「市町村の建設に関する基本構想並びに都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を

定めるものとする」と位置づけられています。 

この“市町村の建設に関する基本構想”は、市町村の行政運営全般の基本方針である総合計画

等を示し、美瑛町では「第５次美瑛町まちづくり総合計画」が該当します。 

また、“都市計画区域の整備、開発及び保全の方針”は、北海道が定める「都市計画区域マス

タープラン（以下「区域マス」）」を示し、都市計画の総合性及び一体性を確保するための都市計

画区域における基本的な方針が定められています。 

これらの上位計画と整合を図りながら、都市計画マスタープランの中で具体の都市計画を定め

ていきます。 

 

 

 

 

 

  

【図１-２-①：計画の位置づけ】 

 
分野の計画 

美瑛都市計画区域の整備、  

開発及び保全の方針 

（区域マス） 

美瑛町まちづくり総合計画 

＜第５次＞ 

美瑛町都市計画マスタープラン 
町が保有・策定

するその他の計画 

（他部門） （都市計画部門） 

連携 

 
土地利用 道路・公園整備 市街地整備 

具体の都市計画 

その他都市施設 
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１－３ 計画の目標年次 

計画における目標年次は、令和２年度より 20年後の令和 21年度（2039年度）とします。 

ただし、上位計画であるまちづくり総合計画の見直しや社会情勢等の変化によって、本計画の

内容が実情にそぐわなくなった場合は、必要に応じて適宜修正、見直しを行うこととします。 

 

１－４ 計画の対象区域 

都市計画区域は、まちの発展を計画的に誘導することによって秩序ある市街地を形成し、人々

の健康で文化的な生活と機能的な都市活動を確保することを目的に、都市計画法に基づいた指定

が行われています。 

こうしたことから、「美瑛町都市計画マスタープラン」は、第１次計画と同様に都市計画区域

を基本的な計画区域としつつ、まち全体を有効に活用した産業の発展や住民生活の向上を図るこ

とを目的に、町全域を対象区域として計画します。 

 

 

  

【図１-４-①：計画対象区域】 
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１－５ 計画の策定体制 

都市計画マスタープランの策定に当たっては、町民と行政が一体となったまちづくりを進め

るため、また、都市計画法において「住民の意見を反映させる」ことが位置づけられているこ

とから、町民アンケート調査や町民コメント(※)を通じて、町民の意見を取り入れることとし

ました。 

計画案の作成に当たっては、庁内委員会等によって第１次計画の検証や関連計画との調整等

を図り、町民意見に加えて、北海道等の関係機関の協議を踏まえて取りまとめました。 

取りまとめられた計画案については、条例に定められた機関である「美瑛町都市計画審議会」

や「まちづくり委員会」によって、主要課題の抽出や基本方針の決定等、計画の根幹となる部

分の段階的な諮問を経て、「美瑛町都市計画マスタープラン」として決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図１-５-①：計画の策定体制】 
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○マスタープラン案の検討 

事務局 
○情報収集・資料作成 
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○全体調整 

町民意見 

○アンケート調査 

○町民コメント 等 

北海道 

○任意協議・調整 

美瑛町都市計画審議会 

美瑛町まちづくり委員会 

諮問 
 
 

答申 
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１－６ 計画の構成 

美瑛町都市計画マスタープランは、以下の章立てで構成しています。 

 

第１章 計画の概要 
 計画策定の目的や位置づけ、目標年次、対象区域等の基本的な事項について記載しています。 

 

第２章 現況分析 
 美瑛町の現況や都市計画の状況、道路や公園等の社会基盤の整備状況、国を含めた上位計画等

の方針、第１次計画策定後の施策等の検証について整理しています。 

 

第３章 アンケート調査 
 第２次計画作成に当たり、町民意見を反映させるべく平成 30 年度に実施した町民アンケート

調査結果を要約して整理しています。 

 

第４章 主要課題の整理 
 第２次計画で検討が必要な事項について、第２章、第３章を基にした課題整理の方法と抽出さ

れた主要課題を整理しています。 

 

第５章 全体構想 
 都市計画マスタープランにより本町が目指す姿として、まちづくりのテーマや都市の将来像、

基本方針を示しています。 

 

第６章 地域別構想の設定 
 第５章で示した基本方針を踏まえ、地域特性によって３つに区分した「市街地域」、「丘陵地域」、

「山岳地域」ごとに、取り組み事項としての基本施策を示しています。 

 

第７章 実現に向けた考え方 
 計画を推進していく上での基本的な考え方について示しています。 

 

巻末資料編 
用語解説として、計画に記載されている専門用語について説明しているほか、既存関連計画の

一覧を記載しています。 

また、計画本編とは別に本編を補完する別冊資料の内容について示しています。 
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